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運輸所では年休を申し込んでもまったく入らない結果、東海労の組合

員の年休が昨年以上に大量に失効しました。 

ユニオンの組合員はもっとたくさんの人が年休を流しているとおも

われます。 

冗談ではありません！年休取得は当然の権利です。会社が有している

のは時季変更の権利だけであり、年休を拒否したり失効させてもよい権

利はないのです。 

 

私たち東海労は、年休失効は認められないと会社に抗議しました。そ

して年休を失効した組合員は苦情申告を行いました。 

ユニオン組合員のみなさん！年休取得は労働基準法に定められた当

然の権利です。苦情申告も労働協約に定められた当然の権利です。みん

なで会社に抗議しましょう。 

 

３月３１日で私の年休○日が時効で消滅します。これは二

年間にわたり年休を申し込んでいるにもかかわらず会社が時

季変更権を乱用したことにより年休を取得できなかった結果

です。会社の責任において事項で消滅する年休の救済を強く

求めます。【苦情申告の文例】 


